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告示 
 

甲府市告示第１６１号  

  

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１０条第１項の規定によって決定し

た令和４年度の固定資産の価格等について固定資産課税台帳に登録したので、同法

第４１１条第２項の規定により公示する。 

 

令和４年４月１日 

                   

甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１６２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年４月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第１号 

（２）業務名称     市営林道維持管理業務委託 

（３）履行期間     契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）林道維持管理業務の受託実績を有する者又は平成２４年４月１日以降に本市

林道工事の受託実績を有する者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）  

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であっ

てその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名 

停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日から

２年を経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がな 

されている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札  

参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年４月１日（金）～令和４年４月１１日（月） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は伝送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年４月１日（金）～令和４年４月１１日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年４月２１日（木） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１、入札室２（控室）  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、「２ 入札

参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は、無効と

する。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定めら

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を  
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数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行し

ないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１６３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定により、

次のとおり包括外部監査契約を締結した。 

 

令和４年４月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 包括外部監査契約の期間の始期  

  令和４年４月１日 

２ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法  

  基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算  

３ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所  

(1) 氏 名  關本 喜文 

(2) 住 所  甲府市飯田四丁目１番２６号 ５０４号 

４ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法  

  監査の結果に関する報告の提出後の一括払い及び必要に応じて行う前金払い  
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        甲府市告示第１６４号  

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定により予防接種を実施する

ため、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告す

る。 

 

令和４年４月１日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 実施内容 

（１）期間：令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

種類 対象者 場所 

ロタウイルス 

ロタ 

リックス® 

生後６週に至った日の翌日から

生後２４週に至る日の翌日まで

の間にある者 

定期予防接種

市内指定医療

機関一覧 

（別掲） 

ロタ 

テック® 

生後６週に至った日の翌日から

生後３２週に至る日の翌日まで

の間 

B型肝炎 生後１歳に至るまでの間にある者  

Hib（ヒブ） 
初回 生後２月から生後６０月に至る

までの間にある者 追加 

小児の肺炎球菌 
初回 生後２月から生後６０月に至る

までの間にある者 追加 

四種混合 

（DPT‐IPV） 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

第１期初回 

生後３月から生後９０月に至る

までの間にある者 
第１期追加 

単独不活化ポリオ 
第１期初回 生後３月から生後９０月に至る

までの間にある者 第１期追加 

BCG（結核） 生後１歳に至るまでの間にある者  

麻しん風しん混合 

（MR） 

麻しん単独 

風しん単独 

第１期 
生後１２月から生後２４月に至

るまでの間にある者 

第２期 
５歳以上７歳未満であって  

小学校就学前の１年間にある者  

水痘 
生後１２月から生後３６月に至るまでの間に

ある者 
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日本脳炎 
第１期初回 生後６月から生後９０月に至る

までの間にある者 

定期予防接種

市内指定医療

機関一覧 

（別掲） 

第１期追加 

日本脳炎 

第２期 ９歳以上１３歳未満の者 

特例※１ 
平成７年４月２日から平成２１

年１０月１日の間に生まれた者  

二種混合（DT） 

ジフテリア 

破傷風 

第２期 １１歳以上１３歳未満の者  

子宮頸がん 

・１２歳となる日の属する年度の初日から  

１６歳となる日の属する年度の末日までの間

にある女子 

・平成９年４月２日から平成２０年４月１日

までの間に生まれた女子（前述に掲げる女子

を除く） 

高齢者肺炎球菌 

・令和４年度に６５歳、７０歳、７５歳、８０

歳、８５歳、９０歳、９５歳及び１００歳とな

る者 

・６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、

じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常

生活行動が極度に制限される程度の障がいを

有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより、

免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程

度の障がいを有する者（身体障害者手帳１級

相当） 

高齢者肺炎球

菌予防接種市

内指定医療機 

関一覧 

（別掲） 

風しん 第５期 

昭和３７年４月２日から昭和 

５４年４月１日までの間に生ま

れた男性 

風しん抗体検

査・風しん第

５期予防接種 

市内医療機関

等一覧（別掲） 

※１ 平成１７年５月３０日から平成２２年３月３１日にかけての積極的勧奨の差

し控えにより、日本脳炎の定期接種を受ける機会を逸した者への救済措置  
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（２）期間：令和４年１０月１日～令和５年２月２８日 

種類 対 象 者 場 所 

高齢者 

インフルエンザ 

・６５歳以上の者 

・６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、

腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト

免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

を有するものとして厚生労働省令で定める

もの（身体障害者手帳１級相当）  

高齢者インフル

エンザ指定医療

機関（別掲） 

 

２ 予防接種を受けることが適当でない者 

（１）明らかな発熱を呈している者  

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

（３）当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈し

たことが明らかな者 

（４）結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外

傷等によるケロイドの認められる者  

（５）麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが

明らかな者 

（６）B 型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs 抗原陽性の者の胎内又は

産道において B型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗 HBs

人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降 B型肝炎ワクチンの投与を受け

たことのある者 

（７）ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴

のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した

ものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者  

（８）肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあ

っては、当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたこと

のある者 

（９）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者  
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甲府市告示第１６５号 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書並びに地方公営

企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２２条の２第１項、第２項及び第３

項の規定に基づき、甲府市簡易水道等事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務

の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納

取扱金融機関を次のとおり指定するため、告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 出納取扱金融機関  株式会社 山梨中央銀行 

２ 収納取扱金融機関  株式会社 三井住友銀行 

株式会社 りそな銀行 

甲府信用金庫 

山梨信用金庫 

中央労働金庫 

山梨県民信用組合 

山梨県信用農業協同組合連合会 

笛吹農業協同組合 

山梨みらい農業協同組合 

            株式会社ゆうちょ銀行（口座振替に限る。）  

３ 指定年月日     令和４年４月１日 
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甲府市告示第１６６号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                   

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社ＪＡＬＵＸ 

  東京都港区南１－２－７０ 

品川シーズンテラス 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１６７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                   

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社トラストバンク 

  東京都渋谷区渋谷二丁目２４－１２  

渋谷スクランブルスクエア３９階 ＷｅＷｏｒｋ内 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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                         甲府市告示第１６８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  ・山梨中銀ディーシーカード株式会社 

   甲府市武田二丁目９番４号 

  ・三菱ＵＦＪニコス株式会社 

   東京都文京区本郷三丁目３３番５号 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１６９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社  

  東京都渋谷区道玄坂１－２－３  

渋谷フクラス 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限 

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  ＫＤＤＩ株式会社 

  東京都千代田区飯田橋三丁目１０番１０号  

  ガーデンエアタワー 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  楽天グループ株式会社 

  東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号 

  楽天クリムゾンハウス 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社ＪＲ東日本ネットステーション  

  東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２７－１１ 

  アグリスクエア新宿４Ｆ 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７３号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、

次のとおり収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収納事務委託者の名称及び主たる事務所の所在地 

シフトプラス株式会社 

大阪府大阪市西区江戸堀二丁目１番１号 

江戸堀センタービル８階 

２ 収納事務を委託する歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限 

る。） 

３ 収納事務を委託する期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７４号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、

次のとおり収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。  

 

  令和４年４月１日 

                                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 収納事務委託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社さとふる 

  東京都中央区京橋二丁目２番１号  

京橋エドグラン１３階 

２ 収納事務を委託する歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 収納事務を委託する期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  ＳＢペイメントサービス株式会社  

  東京都港区東新橋一丁目９番２号  

  汐留住友ビル２５階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社ＪＴＢ 

  大阪府大阪市中央区南本町二丁目６番１２号 

  サンマリオンＮＢＦタワー１１階  

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付する企業版ふるさと納税に係るも 

のに限る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社アイモバイル 

  東京都渋谷区桜丘町２２番１４号  

Ｎ．Ｅ．ＳビルＮ棟２階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  ＰａｙＰａｙ株式会社 

  東京都千代田区紀尾井町１番３号  

  東京ガーデンテラス紀尾井町 

  紀尾井タワー 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限 

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和４年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー  

  東京都渋谷区恵比寿南３－５－７  

  デジタルゲートビル１０階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限 

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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                          甲府市告示第１８０号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指

定納付受託者を次のとおり指定したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３１条の２の３第２項に規定により、告示する。 

 

令和４年４月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び住所 

  東京都港区南青山５－１－２２ 青山ライズスクエア 

株式会社ジェーシービー 代表取締役兼執行役員社長 浜川一郎 

２ 指定納付受託者に納付させる歳入  

市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定

資産税（償却資産）、軽自動車税（種別割）、国民健康保険料 

ただし、納入義務者がインターネットを利用して納付するものに限る。  

３ 指定納付受託者が代理納付の対象とするクレジットカードの種類  

⑴ ＪＣＢ 

⑵ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅｘｐｒｅｓｓ 

⑶ Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ 

４ 指定日 

  令和４年４月１日  

   

 

 

 

- 26 -



                          甲府市告示第１８１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指

定納付受託者を次のとおり指定したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３１条の２の３第２項の規定により、告示する。 

 

令和４年４月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び住所  

東京都文京区本郷三丁目３３番５号 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員 石塚 啓 

２ 指定納付受託者に納付させる歳入   

市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定

資産税（償却資産）、軽自動車税（種別割）、国民健康保険料  

ただし、納入義務者がインターネットを利用して納付するものに限る。  

３ 指定納付受託者が代理納付の対象とするクレジットカードの種類  

⑴ ＶＩＳＡ 

⑵ Ｍａｓｔｅｒ Ｃａｒｄ 

４ 指定日 

  令和４年４月１日 
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                          甲府市告示第１８２号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年７月３１日法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２

の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年４月４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書  福発第７２７５号 

             充当通知書  福発第７２７６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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 甲府市告示第 １８３号  

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」と

いう。）第６条第１項の規定に基づき、一般廃棄物の処理実施計画を定めたので、

甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年条例第２２

号。以下「条例」という。）第６条第２項の規定により別紙のとおり告示する。 

 

令和４年４月４日 

                 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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                         甲府市告示第１８４号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和４年４月５日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第１８５号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年４月５日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   小松町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
雨 宮 広 幸 飯 塚 譲 

代表者 

住 所 
甲府市小松町４２５番地１ 甲府市小松町５１２番地 

３ 変更年月日  令和４年３月２６日 
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                          甲府市告示第１８６号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年７月３１日法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２

の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年４月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書  福発第７２７３号 

             充当通知書  福発第７２７４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第１８７号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により ､ 次のとおり 

道路の供用を開始する。その関係図面は ､ まちづくり部まち整備室道路河川課にお

いて、この告示の日から令和４年４月２１日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和４年４月７日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一      

 

道路の

種類 

路 線 名  区   間 延 長  

( メートル )  

供用開始の  

年月日  

市 道 

 

鍛冶小路線  甲府市古府中町字日影

２８４９番１地先から 

甲府市古府中町字日影

２８６１番２地先まで 

２５．４  令和４年  

４月７日  

市 道 

 

向田塚田線  甲府市和田町字水口 

６９７番３地先から 

甲府市和田町字水口 

６９８番１地先まで 

６１．０  令和４年  

４月７日  
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甲府市告示第１８８号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書

及び事業提案書の提出を招請する。 

 

令和４年４月７日 

                                

               甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

甲府市認知症カフェ運営事業 

２ 業務概要 

  認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができ 

る「認知症カフェ」を開設し運営する。  

３ 募集エリア 

  認知症カフェの実施場所は、各地域包括支援センターエリアにおいて、概ね 1 

か所とする。 

４ 事業期間 

  令和４年６月１日～令和５年３月３１日 

５ 参加資格要件 

次の全ての条件を満たす者とする。  

（１）甲府市内に所在し、別紙仕様書に定める事業内容及び人員配置の履行が可能

な法人であること。 

（２）事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できることを市長 

が認める法人であること。 

（３）事業実施中に生じた事故等に対応可能な保険に加入できる法人であること。  

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（５）甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に規定す  

る暴力団員等でないこと。 

（６）市税を滞納していない法人であること。 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず  

れにも該当していないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立て  

がなされている者でないこと。  

（９）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立て  

がなされている者でないこと。  

６ 募集要領等の配布 

配布期間：令和４年４月７日（木）～４月２２日（金） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８ 

号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 
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配布場所：甲府市福祉保健部健康支援室健康政策課 

山梨県甲府市相生二丁目１７番１号 

甲府市保健センター２号館１階 

配布方法：直接配布とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームペ 

ージ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入手す 

る場合は、この限りでない。 

７ 公募申込書等の提出期間及び提出場所 

提出期間：令和４年４月１５日（金）～４月２２日（金） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８  

号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

提出場所：甲府市福祉保健部健康支援室健康政策課 

山梨県甲府市相生二丁目１７番１号 

甲府市保健センター２号館１階 

８ スケジュール（予定） 

  告示        令和４年４月７日（木） 

  募集要領等の配布  令和４年４月７日（木）～２２日（金） 

  質問書の受付    令和４年４月７日（木）～１４日（木）午後５時 

  質問書の回答    令和４年４月１１日（月）～１９日（火）※順次回答 

  公募申込書等の提出 令和４年４月１５日（金）～２２日（金） 

  提出期限      令和４年４月２２日（金）午後５時 

実地調査      令和４年４月１８日（月）～５月９日（月） 

  選定結果通知発送  令和４年５月２０日（金）～２４日（火） 

  業務委託契約締結  令和４年６月１日（水） 

９ 連絡先 

甲府市福祉保健部健康支援室健康政策課医療介護支援係 

〒４００－０８５８ 山梨県甲府市相生二丁目１７番１号 

甲府市保健センター２号館１階 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５４８４ 

ＦＡＸ：０５５－２２７－５２９４ 
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甲府市告示第１８９号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

令和４年４月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７１７００７２７ 

２ 事業所の名称      訪問介護センター愛の手 

３ 事業所の所在地      甲斐市玉川７０４－７ 

４ 当該事業所の申請者      甲斐市玉川７０４－７ 

              株式会社あいの手 

              代表取締役 遠藤春愛 

５ サービスの種類      介護予防訪問介護相当サービス 

６ 廃止年月日          令和４年３月２３日 
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甲府市告示第１９０号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年４月７日 

                 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （業務委託）第２９号 

（２）業務名称      甲府市マイナンバーカード出張申請受付等業務委託 

（３）履行期間      令和４年５月１日から令和４年６月３０日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社、市内営業所を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者

でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２

年を経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（７）市税等の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年４月７日（木）～令和４年４月１４日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後０時まで） 
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（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報

を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年４月７日（木）～令和４年４月１４日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後０時まで） 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年４月２２日（金） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 ７－１会議室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

           ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく  

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  
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（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１９１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年４月８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号       第２号 

⑵ 物件名        大型テレビ（山城小学校 外４校） 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限       入札説明書による 

⑸ 納入場所       入札説明書による 

⑹ 予定価格       公表しない 

⑺ 最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「電

気製品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ 本物件落札者は、第３号「大型テレビ（里垣小学校 外４校）」、第４号

「大型テレビ（相川小学校 外４校）」、第５号「大型テレビ（新紺屋小学校 

外５校）」及び第６号「大型テレビ（貢川小学校 外３校）」の入札に参加す

ることはできない。 

⑹ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第１９２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年４月８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号       第３号 

⑵ 物件名        大型テレビ（里垣小学校 外４校） 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限       入札説明書による 

⑸ 納入場所       入札説明書による 

⑹ 予定価格       公表しない 

⑺ 最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「電

気製品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後１時４５分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ 第２号「大型テレビ（山城小学校 外４校）」を落札した者は、本物件の入

札に参加することはできない。 

また、本物件落札者は、第４号「大型テレビ（相川小学校 外４校）」、第

５号「大型テレビ（新紺屋小学校 外５校）」及び第６号「大型テレビ（貢川

小学校 外３校）」の入札に参加することはできない。  

⑹ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第１９３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年４月８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号       第４号 

⑵ 物件名        大型テレビ（相川小学校 外４校） 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限       入札説明書による 

⑸ 納入場所       入札説明書による 

⑹ 予定価格       公表しない 

⑺ 最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「電

気製品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後２時００分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ 第２号「大型テレビ（山城小学校 外４校）」又は第３号「大型テレビ（里

垣小学校 外４校）」を落札した者は、本物件の入札に参加することはできな

い。 

また、本物件落札者は、第５号「大型テレビ（新紺屋小学校 外５校）」及

び第６号「大型テレビ（貢川小学校 外３校）」の入札に参加することはでき

ない。 

⑹ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第１９４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年４月８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号       第５号 

⑵ 物件名        大型テレビ（新紺屋小学校 外５校） 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限       入札説明書による 

⑸ 納入場所       入札説明書による 

⑹ 予定価格       公表しない 

⑺ 最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「電

気製品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後２時１５分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ 第２号「大型テレビ（山城小学校 外４校）」、第３号「大型テレビ（里垣

小学校 外４校）」又は第４号「大型テレビ（相川小学校 外４校）」を落札

した者は、本物件の入札に参加することはできない。  

また、本物件落札者は、第６号「大型テレビ（貢川小学校 外３校）」の入

札に参加することはできない。  

⑹ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第１９５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年４月８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号       第６号 

⑵ 物件名        大型テレビ（貢川小学校 外３校） 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限       入札説明書による 

⑸ 納入場所       入札説明書による 

⑹ 予定価格       公表しない 

⑺ 最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「電

気製品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後２時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ 第２号「大型テレビ（山城小学校 外４校）」、第３号「大型テレビ（里垣

小学校 外４校）」、第４号「大型テレビ（相川小学校 外４校）」又は第５

号「大型テレビ（新紺屋小学校 外５校）」を落札した者は、本物件の入札に

参加することはできない。 

⑹ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第１９６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和４年４月８日 

                  

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上今井町字村東２２５９番６ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市山宮町３３３５番地５ 

   小 関 敏 和 
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                          甲府市告示第１９７号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和４年４月８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１９８号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和４年４月１２日 

                  

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市横根町字大坪５２７番５ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲斐市長塚７３８番地６ 

   藤 原 享 介 
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甲府市告示第１９９号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和４年４月１５日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和４年４月１２日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市伊勢地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：薄茶 

６ その他の特徴：老犬、鎖状の首輪を装着 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課  

電話０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第２００号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ  

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

令和４年４月１３日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   西高橋町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
内 藤 忠 幸 清 弘 智 昭 

代表者 

住 所 
甲府市西高橋町４３１番地 甲府市西高橋町４２１番地１ 

３ 変更年月日  令和４年３月２０日 
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甲府市告示第２０１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ  

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

令和４年４月１３日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   中町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
内 田  久 二 宮 茂 徳 

代表者 

住 所 
甲府市中町３３２番地２ 甲府市中町１２３番地 

３ 変更年月日  令和４年３月２０日 
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甲府市告示第２０２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年４月１３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第４４１０号 

（２）業務名称      市立甲府病院警備等業務② 

（３）履行期間      令和４年６月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店若しくは本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「警備」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「警備」で申請している者であること。 

（３）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に基づき、山梨県公安

委員会から警備業者として認定された者又は同法第９条の規定に定める届出書

を山梨県公安委員会に提出している者のうち、同法第２２条第２項に基づく１

号警備業務の警備員指導教育責任者資格証の交付を受けた者を正規雇用してい

る者であること。 

（４）過去５年間において、３０名以上の社員（社会保険・雇用保険等加入してい

る者）を通年で雇用した実績がある者であること。  

（５）平成２９年４月１日から令和４年３月３１日までの５年間において、病床数

が１５０床以上の医療機関における同等な業務の履行実績が１年以上あること。 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員等が暴力団員でないこと。 
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（８）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（９）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（１０）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競

争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１１）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年４月１３日（水）～令和４年４月２２日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、市立甲府病院

ホームページ又は甲府市ホームページ（事業者向け情報 入札・

契約／入札情報）から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年４月１３日（水）～令和４年４月２２日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年５月１３日（金） 午前１０時００分 

（２）場 所 市立甲府病院 第３会議室 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 
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この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

この契約は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」

に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算

について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年間の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契

約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。  

（３）契約書作成の要否：要  

なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する資格及び能力を有す

る契約保証人を立てること。 

（４）仕様説明会：開催しない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２０３号  

 

次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和４年４月１３日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         令和３年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

（兼決定通知書） 

令和３年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              （兼更正通知書） 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第２０４号 

 

次の市税徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送

したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年４月１４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 企発第２６７２７号 

             充当通知書 企発第２６７２８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第２０５号 

 

次の市税徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送

したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年４月１４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押解除通知書 企発第２６７０１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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                          甲府市告示第２０６号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所） 

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭 

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第 

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい 

つでも交付する。 

 

  令和４年４月１４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 書類名 督促状国民健康保険料普通徴収４期令和３年度 

督促状国民健康保険料普通徴収５期令和３年度 

督促状国民健康保険料普通徴収６期令和３年度 

督促状国民健康保険料普通徴収７期令和３年度 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所 甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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甲府市告示第２０７号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年４月１５日 

                  

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       令和４年度固定資産税・都市計画税納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市企画財務部課税管理室資産税課 
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甲府市告示第２０８号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申込

書及び企画提案書を招請する。 

 

令和４年４月１５日 

 

甲府市長 樋口 雄一    

 

１ 業務概要 

（１）業務名称 

業務①：「第三次甲府市環境基本計画」策定業務 

業務②：「甲府市地球温暖化対策実行計画」策定及び 

「甲府市ゼロカーボン戦略」策定業務 

（２）履行期間 

業務①：契約締結の日から令和５年３月３１日（金）まで 

業務②：契約締結の日から令和５年２月２８日（火）まで 

（３）業務内容 

業務①：別紙「第三次甲府市環境基本計画」策定業務仕様書のとおり 

業務②：別紙「甲府市地球温暖化対策実行計画」改定及び「甲府市ゼロカー

ボン戦略策定」業務仕様書のとおり 

２ 参加資格要件 

本手続きに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者とす 

る。また、参加できる者は法人とする。 

（１）納付すべき国税及び地方税に滞納がない者であること。（消費税及び地方消

費税、法人住民税等に未納がない者。） 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（４）告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の

申立てがなされている者でないこと。 

（６）本市の入札有資格者名簿に登録されている者であること。 

（７）過去３年以内に国及び地方公共団体等の発注による「環境基本計画」及び「地

球温暖化対策実行計画」など、本業務の内容と同種の業務又は類似の業務の委託

実績があること。 

３ 手続き等 

（１）関係資料の入手方法 
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第三次甲府市環境基本計画策定及び甲府市地球温暖化対策実行計画改定（甲

府市ゼロカーボン戦略策定）業務公募型プロポーザル実施要領（以下「実施要

領」という。）等を甲府市のホームページにて公表するので、適宜ダウンロー

ドすること。 

（２）提出方法等 

参加申込書の提出方法、提出期限及び提出先等については、実施要領等を参

照すること。 

４ 連絡先 

〒４００－０８３１ 甲府市上町６０１－４ 

甲府市環境部環境総室環境政策課 

電 話：０５５－２４１－４３６３ 

ＦＡＸ：０５５－２４１－６１９０ 

電子メール：kanseisaku@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第２０９号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申請書  

の提出を招請する。 

 

令和４年４月１８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 公募対象業務 

（１）業務名称      令和４年度人権啓発に関するパネル展等業務委託  

（２）履行期間      契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（３）履行場所      仕様書による 

（４）業務内容      仕様書による 

（５）委託料の上限額   ２，８６１，９９８円（税抜金額） 

２ 公募参加資格 

次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に事務所等を設置し、長年にわたり人権啓発活動を実施している

法人又は団体であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でな

いこと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者

でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２

年を経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（７）市税等の滞納がない者であること。 

３ 参加申請書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年４月１８日（月）～令和４年４月２６日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前８時３０分～午後５時 

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室人権男女参画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  
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電話０５５－２３７－５１２０ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホ

ームページ（事業者向け情報 その他・公募型／入札情報）

から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年４月１８日（月）～令和４年４月２６日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前８時３０分～午後５時 

イ 場所 甲府市市民部市民総室人権男女参画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５１２０ 

４ 参加申請の手続き等 

その他参加申請に関する手続きや審査等に関する内容は、「令和４年度人権

啓発に関するパネル展等業務委託に関する公募型プロポーザル募集要領」を参

照すること。 
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甲府市告示第２１０号  

 

 次の特定空家等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者が職権消除により送

付できないため公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年４月１８日 

                                  

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 書類名          甲府市特定空家等除却費助成金交付要綱の改正に

ついて 

２ 送達を受けるべき者    （省略） 

３ 保管場所         甲府市役所 空き家対策課 
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甲府市告示第２１１号 

  

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第３の

規定に基づき指定介護予防訪問介護相当サービス事業者として次の者を指定したの 

で、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

令和４年４月１８日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０５６０５ 

２ 事 業 所 の 名 称   株式会社 灯台 

３ 事 業 所 の 所 在 地   甲府市宝一丁目２１-１３ ２Ｆ 

４ 当該事業所の申請者     甲府市宝一丁目２１-１３ ２Ｆ 

              株式会社 灯台 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス）  

６ 指 定 年 月 日      令和４年４月１７日 
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                                           甲府市告示第２１２号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり企画提案書

の提出を招請する。 

 

令和４年４月１８日 

                                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

    「こうふ女性達で創るマルシェ」企画・運営業務 

２ 業務概要 

本業務は、夢を叶え起業した女性や、起業を目指して活動している女性たち

の活躍と交流の場を創出するとともに、その活躍を広く市民に知っていただ

き、多くの女性を応援する機運を高め、市民意識の醸成を図ることを目的とす

る業務である。 

３ 履行期間 

契約締結日から令和５年１月３１日(火)までとする。 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加できる者は、民間事業者、公益財団法人、特定非営

利活動法人等で、次の各号に掲げる要件を全て満たしているものとする。  

⑴ 平成３０(２０１８)年度から令和３(２０２１)年度までの間に、本業と類似

したイベント等の業務として、地方公共団体等から業務委託契約の履行実績を

有していること。 

⑵ 山梨県内に活動拠点を有していること。若しくは、本業務を受託した場合、

甲府市（以下「市」という。）との打合せ等に迅速に対応できる体制を整えら

れること。 

⑶ 市税の滞納がない者であること。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず  

れにも該当していない者であること。  

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）  

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ  

ってその役員が暴力団員でないこと。  

⑹ 告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。  

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律  

第２２５号）に基づき、更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがな  

されている者でないこと。 

５ 手続等 

⑴ 「こうふ女性達で創るマルシェ」企画・運営業務公募型プロポーザル実施要

項（以下「実施要項」という。）、仕様書、「こうふ女性達で創るマルシェ」

企画・運営業務企画提案書等作成要領・様式集（以下「作成要領」という。）
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を市ホームページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

⑵ 企画提案書等の提出方法、提出期間及び提出先については実施要項を、企画

提案書の作成については作成要領を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市市民部市民総室人権男女参画課女性活躍係 

〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁

舎４階） 

ＴＥＬ ０５５－２２５－３９４０(直通) 

電子メール danjyoks@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第２１３号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

令和４年４月１８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 公募対象業務 

（１）業務名称      「第４次こうふ男女共同参画プラン」及び「第２次

甲府市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基  

本計画」策定支援業務 

（２）履行期間      契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（３）履行場所      仕様書による 

（４）業務内容      仕様書による 

２ 参加資格要件 

本手続に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。  

（１）平成２９（２０１８）年度から令和３（２０２２）年度までの間に、地

方公共団体等から３７０万円以上（消費税及び地方消費税を含む）の本

業務と同種業務の委託契約の履行実績を有していること。  

（２）甲府市（以下「市」という。）の物品供給競争入札参加資格の認定を受け

ている者であり、業務委託を的確に遂行するに足りる能力、当該業務遂行

に必要な技術及び、組織、人員体制を有している者であること。  

（３）市税の滞納がない者であること。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でな

いこと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給（入札

等）制度要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日か

ら２年を経過していること。  

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  

３ 手続等 
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（１）実施要項等の配布  

公募型プロポーザル実施要項、仕様書及び各種様式等は、市のホームペー

ジにて公表するので、適宜ダウンロードすること。  

（２）提出方法等 

参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポ

ーザル実施要項を参照すること。 

４ 連絡先 

甲府市市民部市民総室人権男女参画課 

〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５２０９（直通）  

ＦＡＸ：０５５－２２２－２０６２  

電子メールアドレス：danjyoks@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第２１４号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和４年４月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 

                              別紙のとおり 
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甲府市告示第２１５号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和４年４月１９日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代  

表者、管理者 

                              別紙のとおり 
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甲府市告示第２１６号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次のとおり生活保護法等指定介護機関変更届書を受理したので、同法第

５５条の３の規定により公示する。 

 

令和４年４月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定介護機関変更届書 

２ 事業所番号、事業所の名称、事業所の所在地、開設者、代表者、管理者、変更  

事項、変更年月日 

                              別紙のとおり 
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甲府市告示第２１７号  

 

次の市税等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送し

たが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和４年４月１９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        市県民税督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  
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甲府市告示第２１８号  

 

次の市税等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送し

たが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和４年４月１９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        令和３年度市県民税 過誤納金還付通知書             

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  

- 83 -



甲府市告示２１９号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年４月１９日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   東下条町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
望 月 勝 則 齊 藤 正 二 

代表者 

住 所 
甲府市東下条町６５番地１ 甲府市東下条町２０８番地  

３ 変更年月日  令和４年３月１３日 
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甲府市告示第２２０号 

 

別紙の者は、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１

項の規定に基づき、住民票を消除したので、同条第４項の規定により公示する。 

 

  令和４年４月２０日 

                      

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第２２１号  

 

令和４年４月８日付け甲府市告示第１９１号の内容に係る変更について、次のと

おり告示する。 

 

令和４年４月２０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 変更する内容 

仕様書を一部変更したため、甲府市告示第１９１号の物件名「大型テレビ（山

城小学校 外４校）」に係る一般競争入札の告示を次のとおり変更する。 

 

【変更前】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後１時３０分 

 

【変更後】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１８日（水） 午後１時３０分 
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甲府市告示第２２２号  

 

令和４年４月８日付け甲府市告示第１９２号の内容に係る変更について、次のと

おり告示する。 

 

令和４年４月２０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 変更する内容 

仕様書を一部変更したため、甲府市告示第１９２号の物件名「大型テレビ（里

垣小学校 外４校）」に係る一般競争入札の告示を次のとおり変更する。 

 

【変更前】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後１時４５分 

 

【変更後】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１８日（水） 午後１時４５分 
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甲府市告示第２２３号  

 

令和４年４月８日付け甲府市告示第１９３号の内容に係る変更について、次のと

おり告示する。 

 

令和４年４月２０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 変更する内容 

仕様書を一部変更したため、甲府市告示第１９３号の物件名「大型テレビ（相

川小学校 外４校）」に係る一般競争入札の告示を次のとおり変更する。 

 

【変更前】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後２時００分 

 

【変更後】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１８日（水） 午後２時００分 
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甲府市告示第２２４号  

 

令和４年４月８日付け甲府市告示第１９４号の内容に係る変更について、次のと

おり告示する。 

 

令和４年４月２０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 変更する内容 

仕様書を一部変更したため、甲府市告示第１９４号の物件名「大型テレビ（新

紺屋小学校 外５校）」に係る一般競争入札の告示を次のとおり変更する。 

 

【変更前】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後２時１５分 

 

【変更後】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１８日（水） 午後２時１５分 
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甲府市告示第２２５号  

 

令和４年４月８日付け甲府市告示第１９５号の内容に係る変更について、次のと

おり告示する。 

 

令和４年４月２０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 変更する内容 

仕様書を一部変更したため、甲府市告示第１９５号の物件名「大型テレビ（貢

川小学校 外３校）」に係る一般競争入札の告示を次のとおり変更する。 

 

【変更前】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１２日（木） 午後２時３０分 

 

【変更後】 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

⑴ 配付期間 令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年４月８日（金）～令和４年４月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年５月１８日（水） 午後２時３０分 
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                          甲府市告示第２２６号 

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年４月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１号 

工事名 緑が丘スポーツ公園テニスコートＡ建設工事 

工事場所 甲府市緑が丘ニ丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

砂入人工芝工   Ａ＝４０８９．２㎡ 

Ｌ型擁壁工    Ｌ＝２００．３ｍ 

重力式擁壁工   Ｌ＝１１７．５ｍ 

コンクリートブロック積擁壁工  

Ｌ＝１０９．３ｍ 

フェンス設置工  Ｌ＝２８６．７ｍ 

付帯工      一式 

２ 工期 令和５年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２３１，５５０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

土木一式 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡ２者又はＡＢ２者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

１億１，５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 
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ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札日時 
令和４年５月２３日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年５月２６日 

12 開札日時 
令和４年６月１日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和４年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和４年５月１８日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和４年５月１９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年５月３０日まで 

２ 回答 令和４年５月３１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年５月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２２７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年４月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）２号 

工事名 西中学校校舎リニューアルⅡ期（建築主体）工事 

工事場所 甲府市飯田五丁目１３番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

棟番号：２６、２７、３６ 

鉄筋コンクリート造３階建て ３，２００㎡ 

防水改修工事 一式 

外壁改修工事 一式 

１～３階廊下、階段室 内装改修工事 一式 

普通教室、理科室他 内装改修工事 一式 

２ 工期 令和４年１０月１４日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４５，９７０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
建築一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建築工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

７，２００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

- 94 -



４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札日時 
令和４年５月２３日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年５月２６日 

12 開札日時 
令和４年６月１日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 令和４年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和４年５月１８日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和４年５月１９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年５月３０日まで 

２ 回答 令和４年５月３１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年５月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２２８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年４月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）３号 

工事名 国母小学校校舎リニューアルⅡ期（建築主体）工事 

工事場所 甲府市国母四丁目１番１０号 

工事概要 

１ 工事内容 

棟番号：２１、２６、２７ 

鉄筋コンクリート造３階建て ２，４０２㎡ 

屋上防水改修工事 一式 

外壁改修工事 一式 

１～３階廊下、階段室 内装改修工事 一式 

普通教室、理科室他 内装改修工事 一式 

２ 工期 令和４年１０月１４日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４５，８６０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
建築一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建築工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

７，２００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札日時 
令和４年５月２３日 

午前９時４０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年５月２６日 

12 開札日時 
令和４年６月１日 

午前９時４０分 

13 落札者決定日 令和４年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和４年５月１８日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和４年５月１９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年５月３０日まで 

２ 回答 令和４年５月３１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年５月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２２９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年４月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）４号 

工事名 湯田小学校校舎リニューアルⅡ期（建築主体）工事 

工事場所 甲府市湯田一丁目８番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

棟番号：１６－２、３、４，５ 

鉄筋コンクリート造３階建て ２，３９７㎡ 

屋上防水改修工事 一式 

外壁改修工事 一式 

１～３階廊下、階段室 内装改修工事 一式 

普通教室、理科室他 内装改修工事 一式 

２ 工期 令和４年１０月１４日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１３８，６００，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
建築一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建築工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

６，９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 
配置予定技術者の資

格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開 

始日 
令和４年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締 

切日 
令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結 

果通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質 

問開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質 

問締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札日時 
令和４年５月２３日 

午前９時５０分 

11 
価格以外の評価点公 

表日 
令和４年５月２６日 

12 開札日時 
令和４年６月１日 

午前９時５０分 

13 落札者決定日 令和４年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 

落札者決定日の前日 

まで（落札予定者の

み） 

配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和４年５月１８日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和４年５月１９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年５月３０日まで 

２ 回答 令和４年５月３１日 

価格以外の評

価を修正した

場合 

公表 令和４年５月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社 

の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 

また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契 

約締結による保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調

査制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２３０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年４月２１日 

                   

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）５号 

工事名 新田小学校校舎リニューアルⅡ期（建築主体）工事 

工事場所 甲府市新田町１２番２８号 

工事概要 

１ 工事内容 

棟番号：２ 

鉄筋コンクリート造３階建て １，９４９㎡ 

屋上防水改修工事 一式 

外壁改修工事 一式 

１～３階廊下、階段室 内装改修工事 一式 

普通教室、職員室、音楽室等 

内装改修工事他 一式 

２ 工期 令和４年１０月１４日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１０４，５３３，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建築工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

５，２００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札日時 
令和４年５月２３日 

午前１０時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年５月２６日 

12 開札日時 
令和４年６月１日 

午前１０時００分 

13 落札者決定日 令和４年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和４年５月１８日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和４年５月１９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年５月３０日まで 

２ 回答 令和４年５月３１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年５月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２３１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年４月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （建築）６号 

工事名 緑が丘スポーツ公園管理詰所建設工事 

工事場所 甲府市緑が丘二丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：軽量鉄骨造 ２階建て 

規模：建築面積  ３１．０㎡ 

   延べ面積  ５１．２㎡ 

既存詰所解体工事 他一式 

２ 工期 令和４年１０月１４日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２８，０９４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建築工事。 

ただし、１件の工事請負額が 、 

１，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年４月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 
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４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札及び開札日時 
令和４年５月２３日 

午前１０時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年５月１８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年５月１９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２３２号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第７第２項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者

として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定によ

り公示する。 

 

  令和４年４月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０４５１７ 

２ 事業所の名称       マヴィ.ホームヘルプサービス 

３ 事業所の所在地      甲府市上阿原町１２６番地１０ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社ラ・クーラ 

              代表取締役 清 水 光 夫 

５ サービスの種類      訪問介護 

               介護予防・日常生活支援総合事業 

                （介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        令和４年２月１５日 
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甲府市告示第２３３号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和４年４月２６日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和４年４月２１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市貢川地内（美術館付近） 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：白茶 

６ その他の特徴：成犬、赤い革製の首輪を装着 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課  

電話０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第２３４号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年

１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告示する。 

 

  令和４年４月２２日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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甲府市告示第２３５号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年４月２２日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本） 企発第２６１８８号 

             配当計算書 企発第２６７２１号 

             充当通知書 企発第２６７２２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第２３６号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。  

 

令和４年４月２６日 

 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

① 令和４年度甲府市生活困窮者自立支援事業業務 

（自立相談支援事業訪問支援） 

②令和４年度甲府市生活困窮者自立支援事業業務  

（一時生活支援事業） 

２ 業務概要 

平成２７年度に施行された生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）

では、自立相談支援事業及び住居確保給付金の必須事業とあわせ、地域の実情に

よりサービスを提供する任意事業により、生活困窮者を多面的に支援することと

され、生活困窮者の多様なニーズをいち早く把握し、それに対応する緊急的な支

援を行う必要があるとしている。 

本市では、必須事業である自立相談支援事業及び住居確保給付金支給事業に加

え、平成２８年度より生活困窮の早期発見・早期支援に努め、緊急的な自立支援

を行う必要があるため、自立相談支援事業内に訪問して支援を行う訪問支援事業

と、任意事業である一時生活支援事業を、業務委託にて実施している。 

令和３年度においても本業務を行うが、受託者選定にあっては、豊富な経験と

独自のノウハウを持つ事業者から広く企画提案を募集する中で選定することが有

効であることから、公募型プロポーザル方式にて実施する。                     

３ 委託期間 

  令和４年６月１日から令和５年３月３１日とする。 

４ 参加資格 

  次の要件全てに該当する団体とする。 

（１）生活困窮者自立支援に類する取組実績があること。  

（２）市内に事務所を有すること。または、市内を主な活動エリアとしているこ

と。 

（３）市内で自主的に活動している営利を目的としない法人格を有する民間の団

体であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しないこと。 

（５）法人の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。  
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（６）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定す

るもの）に該当しないこと。 

（７）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定による

もの）に該当しないこと。 

５ 手続等 

（１）令和４年度 甲府市生活困窮者自立支援事業業務委託事業者募集要項 

（以下「募集要項」という。）等の配布 

募集要項、仕様書及び各種様式等は、甲府市ホームページにて公表するの

で、適宜ダウンロードすること。  

（２）参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、募集要項を参

照すること。  

６ 連絡先 

  甲府市福祉保健部福祉保健総室生活福祉課生活支援係 

  〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  ＴＥＬ：０５５－２３７－５７４２ 

  ＦＡＸ：０５５－２２８－４８８９  
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                          甲府市告示第２３７号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和４年４月２７日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称   

甲府市向町字大竹３４７番１、３４７番３、３４７番４、３４９番１から 

３４９番５まで、３５０番１、３５０番３、３５０番８、３５５番１、  

  ３５５番３、３５６番１、３５６番３及び３５６番４ 

   以上１６筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 第一福岡ビルＳ館４階 

   株式会社コスモス薬品 

   代表取締役 横 山 英 昭 
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甲府市告示第２３８号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び介護保険法第１１５条の２第１項の規定に基づく指定介護予防

サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条及び第１１５条の１０

の規定により公示する。 

 

令和４年４月２７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９６０１９０３５１ 

２ 事業所の名称      訪問看護ステーションここれ 

３ 事業所の所在地      甲府市住吉五丁目３-１７  

Ｊ・Ｉ甲府第一マンション１０１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市住吉五丁目３-１７ 

              Ｊ・Ｉ甲府第一マンション１０１ 

              ＣａｒｅＳｅｅｄ合同会社 

              代表社員 守 矢 賢 治 

５ サービスの種類      訪問看護 

              介護予防訪問看護 

６ 指定年月日          令和４年５月１日 
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甲府市告示第２３９号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第３の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として

次の者を指定したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

令和４年４月２７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５６１３ 

２ 事業所の名称      訪問ケア ふるーつ 

３ 事業所の所在地      甲府市白井町１０４０－６ メゾンサイキ １０３ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市住吉五丁目３-１７ 

                Ｊ・Ｉ甲府第一マンション１０１ 

              ＣａｒｅＳｅｅｄ合同会社 

              代表社員 守 矢 賢 治 

５ サービスの種類      訪問介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

                            （介護予防訪問介護相当サービス）  

６ 指定年月日          令和４年５月１日 
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甲府市告示第２４０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和４年４月２７日 

                  

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市西下条町字宮前６７３番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市中町４７２番地７ 

   アネックスＫ２０６号室 

   志 田 圭 祐 

志 田  愛 
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甲府市告示第２４１号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和４年４月２７日 

                  

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市大里町字東耕地２１５４番４０及び２１５４番４１ 

   以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市中小河原一丁目８番１号 

山 田 今 朝 文 
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甲府市告示第２４２号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

令和４年４月２８日 

                  

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     有限会社 あかしＪＯＹ 

２ 事業者の所在地  甲府市住吉本町１４０７番地 

３ 事業所名     ロサ・プリムラ 

４ 事業所の所在地  甲府市中小河原町５６６番地３ 

５ 事業の種類    共同生活援助 

           短期入所 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９２０１０３２０５（共同生活援助）  

           １９１０１０３２１５（短期入所）  

８ 指定年月日    令和４年５月１日 
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                          甲府市告示第２４３号  

 

 次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和４年４月２８日 

                  

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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                          甲府市告示第２４４号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法  

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和４年４月２８日 

                                                

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名      甲府市介護保険料 更正通知書兼特別徴収中止通知書  

甲府市介護保険料 更正通知書 

２ 発送日      令和４年４月１２日 

３ 項 目      令和３年度更正通知書兼特別徴収中止通知書  

令和３年度介護保険料更正通知書  

４ 送達を受けるべき者（省略） 

（省略） 

（省略） 

５ 保管場所     甲府市福祉保健部保険経営室介護保険課  

- 121 -



甲府市告示第２４５号 

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申込

書及び企画提案書を招請する。 

 

令和４年４月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一    

 

１ 業務概要 

（１）業務名称 

業務①：「第三次甲府市環境基本計画」策定業務 

業務②：「甲府市地球温暖化対策実行計画」改定及び 

「甲府市ゼロカーボン戦略」策定業務 

（２）履行期間 

業務①：契約締結の日から令和５年３月３１日（金）まで 

業務②：契約締結の日から令和５年２月２８日（火）まで 

（３）業務内容 

業務①：別紙「第三次甲府市環境基本計画」策定業務仕様書のとおり 

業務②：別紙「甲府市地球温暖化対策実行計画」改定及び「甲府市ゼロカー

ボン戦略」策定業務仕様書のとおり 

２ 参加資格要件 

本手続きに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者とす 

る。また、参加できる者は法人とする。 

（１）納付すべき国税及び地方税に滞納がない者であること。（消費税及び地方消

費税、法人住民税等に未納がない者。） 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（４）告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の

申立てがなされている者でないこと。 

（６）本市の入札有資格者名簿に登録されている者であること。 

（７）２０１３年以降、国または地方公共団体等の発注による環境基本計画及び地 

球温暖化対策実行計画など、本業務の内容と同種の業務の受託実績があること。 

３ 手続き等 

（１）関係資料の入手方法 

「第三次甲府市環境基本計画」策定、「甲府市地球温暖化対策実行計画」改定
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及び「甲府市ゼロカーボン戦略」策定業務公募型プロポーザル実施要領（以下

「実施要領」という。）等を甲府市のホームページにて公表するので、適宜ダ

ウンロードすること。 

（２）提出方法等 

参加申込書の提出方法、提出期限及び提出先等については、実施要領等を参

照すること。 

４ 連絡先 

〒４００－０８３１ 甲府市上町６０１－４ 

甲府市環境部環境総室環境政策課 

電 話：０５５－２４１－４３６３ 

ＦＡＸ：０５５－２４１－６１９０ 

電子メール：kanseisaku@city.kofu.lg.jp 
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議会局 

 

甲府市議会規程第１号 

 甲府市議会会議用システム及びタブレット端末等使用基準及び使用範囲規程を次

のように定める。 

  令和４年４月２０日 

 

                  

                 甲府市議会議長 廣 瀬 集 一 

 

 

   甲府市議会会議用システム及びタブレット端末等使用基準及び使用範囲規程 

（目的） 

第１条 この規程は、甲府市議会（以下「市議会」という。）における会議用シス

テム並びにタブレット端末及びアカウント（以下「タブレット端末等」とい 

 う。）の使用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。 

 ⑴ 会議用システム 会議用アプリケーションソフトウェアとサーバーを一体化

させたシステムのことをいう。 

 ⑵ タブレット端末 会議用システムを利用するためのタブレット型端末及び付

属品のことをいう。 

 ⑶ アカウント 会議用システム、タブレット端末及びネットワークなどにログ

インするための権利をいう。 

（タブレット端末の使用者） 

第３条 タブレット端末を使用する者は、議員及び議長が許可した者とする。 

（会議用システムの使用者） 

第４条 会議用システムは、会議用システムのアカウントを貸与された議員及び職

員でなければ利用してはならない。 
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２ 会議用システムを使用するときは、使用者は、パスワードを入力するものと 

 し、パスワードの管理は、適正に行わなければならない。 

（タブレット端末等の貸与） 

第５条 議長は、議員にタブレット端末等を貸与するものとする。 

２ 議員は、前項の規定により貸与されたタブレット端末等を、他人に貸与し、又

は譲渡してはならない。 

３ 議員は、議員の身分を失ったとき、タブレット端末等を速やかに議長に返却し

なければならない。 

（タブレット端末等の取扱い） 

第６条 議員は、貸与されたタブレット端末等を善良な使用者として適切に管理す

るものとする。 

２ 使用者の過失によりタブレット端末を紛失又は破損した場合は、使用者が弁償

する。 

（会議におけるタブレット端末等の使用） 

第７条 議員は、市議会に関するすべての会議において、タブレット端末等を使用

することとする。 

２ 議員は、市議会に関する会議においてタブレット端末等を使用するに当たって

は、当該会議目的外で使用してはならない。 

（使用範囲） 

第８条 会議用システム及びタブレット端末等の使用範囲は、次のとおりとする。 

 ⑴ 会議に関する各種資料の閲覧 

 ⑵ 会議に資する情報収集のための検索 

 ⑶ 会議の開催通知等議員に対する連絡文書の送信 

 ⑷ 災害等の緊急時における市議会から議員に対する連絡及び情報提供 

 ⑸ 議員から市議会に対する連絡、報告及び議員間の連絡 

 ⑹ その他、会議運営、議会活動及び議員活動のための使用 

２ 委員会等において、委員等から会議に資する資料を他の委員等に提供する場 

 合、委員長等の許可により、タブレット端末等を利用して委員等の間で資料を共

有することができる。 

（禁止事項）  
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第９条 タブレット端末等の使用に当たって、次に掲げる事項については、これを

禁止するものとする。 

 ⑴ 個人情報その他市議会及び市において公開されていない情報を発信するこ 

  と。 

 ⑵ 会議を録音及び録画すること。 

 ⑶ 議長及び会議の長の許可なく音の出る状態でタブレット端末を使用するこ 

  と。 

 ⑷ 他者の迷惑になる行為を行うこと。 

 ⑸ その他議長が定めたこと。 

２ 前項の規定に違反したときは、議長及び会議の長は違反者に対して注意するこ

とができる。再度の注意によっても違反が改められない場合、議長及び会議の長

は、タブレット端末等の使用を制限することができる。 

（遵守事項） 

第１０条 タブレット端末等を使用する議員は、次に掲げる事項について遵守する

ものとする。 

 ⑴ 情報の受発信は、議員の責任において行うものとする。 

 ⑵ データの正確性を保持し、データ等の紛失及びき損等の防止に努めるものと 

  する。 

 ⑶ 個人情報の漏えいがあったときは、直ちに議長に報告し、実情を把握するな

ど、必要な措置を講ずるものとする。 

（セキュリティ対策） 

第１１条 議員は、市の情報及び会議用システムの保全措置に関し、積極的に協力

し、誠実に対処しなければならない。 

（各種通知、届出等） 

第１２条 議員及び議会局職員は、第８条第１項第３号から第５号の規定により、

相互間で各種通知や届出等を会議用システムで行うことができる。 

 （ネットワークの使用） 

第１３条 議員が、議会が整備したネットワークに接続できるのは貸与されたタブ

レット端末のみとする。 

（その他） 
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第１４条 この規程に関する事項については、議会運営委員会で協議するものとす

る。 

（委任） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。 

 附 則 

この規程は、令和４年４月２０日から施行する。 
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教育委員会         
 

甲府市教育委員会告示第１６号  

 

地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき、甲府市立学校校舎等使用料

条例（有料運動施設）に係る施設の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示する。 

 

令和４年４月１５日 

                                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 委託する相手方 

   所 在 別紙のとおり 

   名 称 別紙のとおり 

２ 委託する期間 

   令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

３ 委託する事務  

学校開放事業（有料運動施設）に係る施設の使用料の収納事務 
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監査委員 
 

甲府市監査委員告示第３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定により、 

包括外部監査人關本喜文の監査の事務を補助させることができる旨の協議が調った

ので、次のとおり告示する。 

 

令和４年４月２７日 

                  

甲府市監査委員 

相 良 治 彦 

雨 宮   均 

長 沢 達 也 

 

補助する者の氏名 補助する者の住所 補助できる期間 

髙岡 敏夫 長野県松本市蟻ヶ崎台９番３号 
令和４年５月１日～ 

令和５年３月３１日 

井上 光昭 
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町  

１３番１８号 

令和４年５月１日～ 

令和５年３月３１日 

野中 孝憲 甲府市下飯田二丁目４番２５号 
令和４年５月１日～ 

令和５年３月３１日 

前田 晋吾 甲府市塩部三丁目２番７号 ９０１ 
令和４年５月１日～ 

令和５年３月３１日 
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農業委員会 
                        

甲府市農業委員会告示第４号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会４月

定例総会を、令和４年４月２８日午後２時００分、甲府市中道公民館において開催

し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条

の規定により公告する。 

 

  令和４年４月２２日 

                  

甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

 ２ 令和４年５月告示分農用地利用集積計画について 

 ３ 農用地利用配分計画（案）の作成について 

 

  

 

- 130 -



上下水道局 
 

甲府市上下水道局告示第１６号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和４年４月２０日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

指定年月日   令和４年４月２０日 

指 定 番 号   第２９３号 

指 定 店 名   水工房 山本 

所 在 地   西八代郡市川三郷町市川大門３０８２番地４１ 

代表者氏名   山本 昌平 
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                      甲府市上下水道局告示第１７号  

 

甲府市上下水道局契約規程 ( 昭和３９年４月管理規程第２号 ) 及び甲府市契約規

則 ( 昭和５０年１２月規則第６６号 ) 第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

 

令和４年４月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象物件 

（１）入札番号       上水－８ 

（２）物件名        粉末活性炭購入 ( 単価契約 )  

（３）品質・規格・数量など 仕様書による 

（４）納入期限       契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（５）納入場所       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市・甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定を受けて 

いる者で、次の条件をすべて満たす者とする。 

（１）山梨県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 

（２）甲府市・甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定におい 

て業種が「農工業薬品」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第６号に規定する暴力団員 ( 以下「暴力団員」という。 ) でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に山梨県又は県内地方公共団体から指名 

停止措置を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法 ( 平成１４年法律第１５４号 ) に基づく更生手続開始の申立又は 

民事再生法 ( 平成１１年法律第２２５号 ) に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者 ( 更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）税の滞納がない者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 令和４年４月２１日（木）～令和４年５月２日（月） 

        （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水 

道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホームページ（事業

者向け情報 入札・契約／入札情報（物品））から情報を入手する場合は、こ

の限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

   ア 期間 令和４年４月２１日（木）～令和４年５月２日（月） 

        （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

   イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年５月２４日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市上下水道局本局庁舎３階大会議室 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

  契約は、１キログラムあたりの単価契約となるため、入札書へは１キログラム 

あたりの価格を記載すること。なお、１円未満の端数が生じる場合は、小数点以

下第２位までとすること。 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００ 

 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に 

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００ 

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

 いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

  甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定 

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３ 

号に規定する、過去２年の間に国 ( 公社、公団を含む。 ) 又は地方公共団体と

種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをす

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れる場合は免除する。 

（３）契約保証人：契約者は、甲府市契約規則に定める契約保証人を立てなければ 

ならない。 

（４）契約書作成の要否：要 

（５）仕様説明会は行わない。 

（６）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程 

及び甲府市契約規則による。 
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                      甲府市上下水道局告示第１８号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年４月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）１号 

工事名 
①下水道管工事（Ｒ４Ｄ－１） 

②（街路－１５）配水管撤去工事及び給水管仮設工事 

工事場所 甲府市城東二、四丁目・朝気一丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①下水道管工事 

・伏越し人孔築造工           ２基 

・余水吐室・放流渠・吐口築造工     １式 

・３号人孔設置工            ４基 

・特殊人孔設置工（３０００×２０００） １基 

・鉄筋コンクリート管布設工（φ７００） 

５３．４ｍ 

・ＢＯＸカルバート布設工 

（２３００×２０００）     １２．２ｍ 

・硬質塩化ビニル管布設工（φ６００） 

４．７ｍ 

・付帯工                １式 

②配水管撤去工事及び給水管仮設工事 

・ＣＩＰφ３００（撤去）   Ｌ＝７．０ｍ 

・ＤＩＰφ１５０（撤去）   Ｌ＝７．０ｍ 

・ＰＰφ２５（給水管仮設）  Ｌ＝９．０ｍ 

・ＰＰφ２０（給水管仮設）  Ｌ＝１．０ｍ 

２ 工期 令和５年５月２２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１６７，０２４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 
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入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

下水道管工事等又は下水道管工事等と 

配水管布設工事等の合併工事。ただし、

１件の工事請負額が、８，３００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札日時 
令和４年５月２３日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年５月２６日 

12 開札日時 令和４年６月１日 
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午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和４年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年５月１８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年５月１９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年５月３０日まで 

２ 回答 令和４年５月３１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年５月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第１９号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年４月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）２号 

工事名 
①下水道管布設工事（特環・Ｒ４Ｃ－２） 

② ( 下甲－６）配水管布設替工事（特環・Ｒ４Ｃ－２） 

工事場所 甲府市下小河原町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①下水道管布設工事 

・リブ付硬質塩化ビニル管布設工（φ２００） 

Ｌ＝１３０．０ｍ 

・人孔設置工（１号）         ４箇所 

・人孔設置工（小型）         ２箇所 

・公設桝設置工            １箇所 

・付帯工                １式 

②配水管布設替工事 

・ＤＩＰ．ＧＸφ１００     １２１．０ｍ 

・仕切弁．ＧＸφ１００         １基 

・不断水用簡易仕切弁φ１００      １基 

・ＤＩＰ．ＧＸφ１５０      １２．５ｍ 

・仕切弁．ＧＸφ１５０         ３基 

・消火栓φ７５             １基 

２ 工期 令和４年１１月２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３５，５０８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 
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３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等又は下水道管布設 

工事等と配水管布設替工事等の合併 

工事。ただし、１件の工事請負額が、

１，７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実

績は、出資比率が２０％以上の場合の

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札日時 
令和４年５月２３日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年５月２６日 

12 開札日時 
令和４年６月１日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 令和４年６月２日 
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提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年５月１８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年５月１９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年５月３０日まで 

２ 回答 令和４年５月３１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年５月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２０号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和４年４月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１４０００２号 

工事名 マンホールトイレ設置工事（特環甲府Ｒ４－１） 

工事場所 甲府市川田町地内 

工事概要 
１ 工事内容 

・管きょ工（ＨＩＶＰ φ２００ｍｍ） 

 Ｌ＝２．０ｍ 

・管きょ工（ＨＩＶＰＲＲ φ１００ｍｍ） 

 Ｌ＝２８．２ｍ 

・管きょ工（ＰＲＰ φ４５０ｍｍ） 

Ｌ＝１３．２ｍ 

・管きょ工（ＰＲＰ φ２００ｍｍ） 

Ｌ＝２．５ｍ 

・管きょ工（ＰＲＰ φ１５０ｍｍ） 

Ｌ＝１７．３ｍ 

・仕切弁工（φ２００ｍｍ） 

 Ｎ＝１箇所 

・仕切弁工（φ１００ｍｍ） 

 Ｎ＝１箇所 

・組立マンホール工（貯留弁付φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

・組立マンホール工（１号φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

・小型マンホール工（点検口 φ３００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

・小型マンホール工（点検口 φ２００ｍｍ） 

Ｎ＝７箇所 

・付帯工        一式 

２ 工期 令和４年１０月３１日まで 
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３ 
予定価格 

（税込み） 
１４，５２０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等。ただし、１件 

の工事請負額が、 7 ００万円以上の 

実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年４月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札及び開札日時 
令和４年５月２３日 

午前１０時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和４年５月１８日 

午後５時まで 

- 142 -



説明 ２ 回答 令和４年５月１９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２１号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和４年４月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３０００２号 

工事名 マンホールトイレ設置工事（Ｒ４－２） 

工事場所 甲府市上今井町地内 

工事概要 
１ 工事内容 

・管きょ工（ＨＩＶＰＲＲ φ１００ｍｍ） 

 Ｌ＝２０．０ｍ 

・管きょ工（ＨＩＶＰＲＲ φ１５０ｍｍ） 

 Ｌ＝２．３ｍ 

・管きょ工（ＰＲＰ φ４５０ｍｍ） 

Ｌ＝１２．８ｍ 

・管きょ工（ＰＲＰ φ２００ｍｍ） 

Ｌ＝１．１ｍ 

・管きょ工（ＰＲＰ φ１５０ｍｍ） 

Ｌ＝４７．９ｍ 

・仕切弁工（φ１５０ｍｍ） 

 Ｎ＝１箇所 

・仕切弁工（φ１００ｍｍ） 

            Ｎ＝１箇所 

・組立マンホール工（貯留弁付φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

・組立マンホール工（１号φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

・小型マンホール工（点検口 φ３００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

・小型マンホール工（点検口 φ２００ｍｍ） 

Ｎ＝７箇所 

・付帯工        一式 

２ 工期 令和４年１０月３１日まで 

- 144 -



３ 
予定価格 

（税込み） 
１２，８５９，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等。ただし、１件 

の工事請負額が、６００万円以上の 

実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年４月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札及び開札日時 
令和４年５月２３日 

午前１０時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和４年５月１８日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和４年５月１９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２２号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和４年４月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（舗装）１号 

工事名 
①（路４－９）路面復旧工事 

②下水道改良工事（公共Ｒ４－４） 

工事場所 甲府市千塚一丁目地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

①路面復旧工事 

・施工延長   Ｌ＝６９０ｍ 

・幅員    ２．０ｍ～４．０ｍ 

・表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

  Ａ＝２，３２０㎡ 

・不陸整正工（粒調砕石Ｍ－３０） 

  Ａ＝２，３２０㎡ 

・区画線工   一式 

・付帯工    一式 

②下水道改良工事 

・人孔鉄蓋調整取替工（φ６００） ２１箇所 

・防護蓋調整取替工（φ２００）   １箇所 

２ 工期 令和４年９月１２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２３，６１７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

路面復旧工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，１００万円以上の実績に限る。 
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元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年４月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札及び開札日時 
令和４年５月２３日 

午前１０時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年５月１８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年５月１９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２３号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年４月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （舗装）１１０００４号 

工事名 （路４－１３）路面復旧工事 

工事場所 甲府市朝気一丁目地内外（市立善誘館小学校の南） 

工事概要 

１ 工事内容 

・施工延長 Ｌ＝４００ｍ  

・幅員 Ｗ＝３．０ｍ～１１．０ｍ 

・表層（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

         Ａ＝１９６０㎡ 

・表層（ポーラスＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

         Ａ＝３６０㎡ 

・基層（再生粗粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

         Ａ＝６８０㎡ 

・上層路盤（再生瀝青安定処理材 ｔ＝１０ｃｍ） 

         Ａ＝１８００㎡ 

・区画線工         一式 

・付帯工          一式 

２ 工期 令和４年１０月３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３５，５０８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 
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３ 同種工事施工実績 

路面復旧工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

１，７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実

績は、出資比率が２０％以上の場合の

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年５月６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年５月６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年５月１２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年５月１３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年５月１３日 

10 入札日時 
令和４年５月２３日 

午前１０時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年５月２６日 

12 開札日時 
令和４年６月１日 

午前１０時１０分 

13 落札者決定日 令和４年６月２日 
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提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年５月１８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年５月１９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年５月３０日まで 

２ 回答 令和４年５月３１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年５月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第２４号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和４年４月２２日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上田 和正 

 

指 定 番 号   第４６０号 

指定業者名   水工房 山本 

所 在 地   山梨県西八代郡市川三郷町市川大門３０８２－４１  

代 表 者   山本 昌平 

 

 

 

- 153 -



  

                      甲府市上下水道局告示第２５号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件の一般競争入

札を執行する。 

 

令和４年４月２５日 

                                 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      上水－９ 

（２）業務名称      鉛製給水管修繕業務委託 

（３）履行期間      契約日から令和５年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の認定を受けている者で、次 

の条件をすべて満たす者とする。 

（１）甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の業種が「管工事」で登録

されており、かつ市内に本店・支店又は営業所を有する者であること。 

（２）仕様書に定める技術者を条件に応じて適正に配置できる者であること。 

（３）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当し 

ていない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号) 

第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。  

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市上下水道局物品供給（入札等） 

制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係る指名停止など措置 

要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく 

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を 

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は 

  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が 

  なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争 

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
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（８）法人住民税の滞納がない者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年４月２５日（月）～令和４年５月１１日（水） 

        （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

        午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水 

        道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホーム 

        ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和４年４月２５日（月）～令和４年５月１１日（水） 

       （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

       午前９時から午後５時まで 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

       甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 

       電話 ０５５－２２８－３４３６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年５月３１日（火） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市上下水道局本局庁舎３階大会議室 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たり、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００に 

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数 

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る 

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

 いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

  甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定 

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３ 

号に規定する、過去２年の間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と 

種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをす 

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら 

れる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

   なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する資格及び能力を有す 

る契約保証人を立てること。 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程 

及び甲府市契約規則による。 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

遠 藤 夏 美   

今 村 晃 子   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市長直轄組織市長室情報発信課主事を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

日 原 海 斗   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

行政経営部行政経営総室デジタル推進課主事を命ずる  

 

成 澤 治 子   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部企画財務総室自治体連携課係長を命ずる  

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

藤 原 史 也   

福 島 優 子   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部課税管理室市民税課主事を命ずる 

 

保 坂 昌 宏   

渡 邉 彩 香   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部課税管理室資産税課主事を命ずる  

 

渡 邊 大 祐   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部課税管理室資産税課主事を命ずる  

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 
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猪 股 青 澄   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部収納管理室収納課主事を命ずる 

印 南 俊 哉   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部収納管理室滞納整理課主事を命ずる 

 

巽   博 紀   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室総務課主事を命ずる  

 

小 椋 愛 叶   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室市民課主事を命ずる  

 

萩 原 和 優   

小 林 沙 織   

田 中 智 子   

小宮山 美 夏   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室市民課主事を命ずる  

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

古 屋 好 美   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

福祉保健部保健衛生監（保健所長）を命ずる  

任期は令和 ５年 ３月３１日までとする 

 

深 沢 菜々保   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室総務課主事を命ずる  

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

大 賀 凜 彌   
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堀 内 洸 太   

風 間 玲 二   

村 松 香奈子   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室生活福祉課主事を命ずる  

山 村 ま り   

大 沢 まり萌   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室障がい福祉課主事を命ずる  

 

新 藤 嵩 也   

菅 原 優 太   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室障がい福祉課主事を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

藤 井 絢 香   

横 澤 香菜絵   

（各通） 

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

福祉保健部健康支援室地域保健課技師を命ずる 

 

小 尾 聖 也   

渡 辺 友 美   

（各通） 

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

福祉保健部健康支援室地域保健課技師を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

深 沢 祐 奈   

技術職員に採用する 

管理栄養士を命ずる 

福祉保健部健康支援室地域保健課技師を命ずる  

 

吉 澤   萌   
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事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保険経営室指導監査課主事を命ずる 

 

中 込 梨 来   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保険経営室介護保険課主事を命ずる  

堤   真 歩   

平 山 のぞみ   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保険経営室介護保険課主事を命ずる  

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

保 坂 一 輝   

岡   有 香   

天明屋   黎   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保険経営室健康保険課主事を命ずる 

 

角 田 あん野   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保険経営室健康保険課主事を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

渡 邉 あゆみ   

事務職員に採用する 

社会福祉士を命ずる 

福祉保健部保健衛生室精神保健課主事を命ずる 

 

木 村   塁   

技術職員に採用する 

獣医師を命ずる 

福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課技師を命ずる 

 

鈴 木   將   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 
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子ども未来部子ども未来総室子育て支援課主事を命ずる 

 

佐 野 誠二朗   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子育て支援課主事を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

千 野 穂 香   

小 林 直 稀   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

 

山 口 初乃香   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

丸 山 陽 向   

若 林 成 瑠   

（各通） 

事務職員に採用する 

保育士を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

 

木 川 絵 美   

三 枝 めぐみ   

森 澤 祥 子   

花 形 佳代子   

（各通） 

事務職員に採用する 

保育士を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

岩 間 恭 子   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課主事を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 
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宮 澤 恵 美   

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師を命ずる 

 

松 谷 荘 一   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

環境部環境総室環境政策課係長を命ずる 

任期は令和 ５年 ３月３１日までとする 

 

埴 原 聖 司   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

環境部環境対策室ごみ減量課主事を命ずる 

 

久保田 智 章   

技術職員に採用する 

水質検査職を命ずる 

環境部環境対策室環境保全課技師を命ずる 

 

山 口 裕 貴   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

産業部商工振興室中心市街地振興課主事を命ずる 

 

伊 東 み き   

技術職員に採用する 

農業職を命ずる 

産業部農林振興室就農支援課長を命ずる 

 

秋 山 益 貴   

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

まちづくり部まち開発室都市計画課課長補佐を命ずる 

任期は令和 ５年 ３月３１日までとする 

 

髙 野   智   

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

まちづくり部まち開発室都市計画課主任を命ずる 

 

木 村   藍   
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技術職員に採用する 

獣医師を命ずる 

まちづくり部まち開発室公園緑地課技師を命ずる 

 

平 島   舞   

技術職員に採用する 

建築職を命ずる 

まちづくり部まち開発室建築指導課技師を命ずる 

 

齋 藤 達 哉   

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

まちづくり部まち整備室道路河川課技師を命ずる 

 

渡 邊 昭喜啓   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

まちづくり部まち整備室地籍調査課主事を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

川 瀧 智 之   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部科部長を命ずる  

 

平 井   優   

村 山 裕 明   

和久田 みゆき   

（各通） 

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部科長を命ずる  

 

井 手 秀一郎   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部呼吸器内科医師を命ずる  

 

竹 中 優 美   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部消化器内科医師を命ずる  
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平 井 聡 美   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部産婦人科医師を命ずる 

 

小 池 悠 花   

技術職員に採用する 

視能訓練士を命ずる 

市立甲府病院診療部技師を命ずる  

 

細 川 貴 帆   

技術職員に採用する 

管理栄養士を命ずる 

市立甲府病院診療支援部技師を命ずる  

 

横 森 詩 穂   

有 賀 紫 乃   

（各通） 

技術職員に採用する 

薬剤師を命ずる 

市立甲府病院薬剤部技師を命ずる  

 

藤 原 彩 香   

曽 根 郁 江   

丸 野 天 音   

山 下 桐 弥   

西 尾 優 花   

深 沢 璃 子   

長 坂 星 来   

河 西 一 美   

渡 邉   大   

名 取 貴 史   

（各通） 

技術職員に採用する 

看護師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる  

 

秋 山 久美子   

技術職員に採用する 

助産師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる  

 

大 野 甲 斐   
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事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

教育委員会に出向させる 

 

遠 山 史 子   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

教育委員会に出向させる 

 

勝 田 崇 斗   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる  

 

内 田   耀   

技術職員に採用する 

水質検査職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる  

 

以  上  発 令 日  令和 ４年 ４月 １日 

 

守 屋 法 子   

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課主任を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

市民部    市民総室    市民課    主事    田 中 智 子   

退職を承認する 

以  上  発 令 日  令和 ４年 ４月 ４日 

 

子ども未来部 子ども未来総室 子ども保育課 技師    山 本 恵 子   

退職を承認する 

以  上  発 令 日  令和 ４年 ４月３０日 

 

（教育委員会） 

加 藤 克 人   

事務職員に採用する 

指導主事を命ずる 

教育部教育総室学校教育課課長補佐を命ずる  

 

山 田 睦 子   
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事務職員に採用する 

指導主事を命ずる 

教育部教育総室学校教育課係長を命ずる  

 

以  上  発 令 日  令和 ４年 ４月 １日 
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